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東彼杵町新庁舎整備事業 基本協定書（案） 

 

 

東彼杵町新庁舎整備事業（以下「本事業」という。）に関して、東彼杵町（以下「発注者」とい

う。）と［グループ名］グループを構成する［代表企業名］（以下「代表企業」という。）、［構成企

業名］、［構成企業名］（以下総称して「構成企業」といい、代表企業と構成企業とを以下総称して

「受注者」という。）との間で、以下のとおり基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第1条 本協定は、本事業に関して受注者が優先交渉権者として決定されたことを確認し、受注

者と発注者との間の契約締結に向けて、受注者と発注者の本事業等の円滑な実施に必要な諸

手続及び双方の協力義務について定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 「契約」とは、本事業の実施に関し、発注者と受注者との間で締結される「東彼杵町新庁

舎整備事業 設計建設等請負契約書」で定める契約をいう。 

二 「事業期間」とは、契約の効力発生日から令和 11年 12 月 28 日までの期間をいう。ただ

し、契約の期間が延長された場合又は契約が解除された場合若しくは終了した場合は、契

約の効力発生日から延長された契約の期間満了日又は契約が解除された日若しくは終了し

た日までの期間をいう。 

三 「提案書類」とは、受注者が本事業に係る公募型プロポーザル方式において発注者に提出

した提案書、発注者からの質問に対する回答書その他受注者が契約締結までに提出する一

切の書類をいう。 

四 「提示条件」とは、本事業を実施する事業者の選定手続において発注者が提示した一切の

条件をいう。 

五 「募集要項等」とは、本事業の公募手続による受注者の選定に関する募集要項（令和８年

４月１日公表）並びに募集要項の添付資料及び付属資料をいう。 

 

（発注者及び受注者の義務） 

第3条 発注者及び受注者は、契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。 

2 受注者は、提示条件を遵守の上、発注者に対し提案書類を提出したものであることを確認す

る。また、受注者は、契約締結のための協議に当たっては、本事業の公募手続における発注者

及び東彼杵町新庁舎整備事業に係る事業者選定委員会の要望事項を尊重する。ただし、当該

要望事項が、募集要項等に関する質問に対する回答から逸脱している場合を除く。 

 

（担当業務） 

第4条 本事業に関し受注者が実施する各業務のうち設計及び工事監理に係る業務は［担当企業

名］が、施工に係る業務は［担当企業名］がそれぞれ担当し、受注者は担当業務を誠実に行

うものとする。 

 

（契約） 

第5条 発注者と受注者は、本協定締結後、募集要項等に従い本事業に係る契約の仮契約（以下

「仮契約」という。）を、令和８年11月を目途として、締結するものとする。 

2 前項の仮契約は、仮契約に基づいた本契約締結に係る議案が東彼杵町議会の議決を得たと

きに、本契約としての効力を生じるものとする。 

3 前 2 項の規定にかかわらず、契約に係る本契約の効力発生までに、受注者において、募集要

項等に定める本事業の参加資格を欠くに至った場合、発注者が公表した設計建設等請負契約

書（案）における第 104 条、第 104 条の２又は第 112 条第 3 項の受注者の責めに帰すべき事

由によるものに該当する場合又は罰則及び重大な行政処分等を受けた場合、発注者は、本協

定を解除して仮契約を締結せず、又は本協定及び締結済の仮契約を解除することができるも

のとする。 
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4 前項に掲げる場合のほか、契約の効力発生までに、受注者が本協定に違反し、その違反によ

り本協定の目的を達することができないと発注者が認めたとき、又はその他受注者の責めに

帰すべき事由により、本協定の履行が困難であると最終的に発注者が認めたときは、第 1 項

及び第 2 項の規定にかかわらず、発注者は、本協定を解除して仮契約を締結せず、又は本協

定及び締結済の仮契約を解除することができるものとする。 

 

（準備行為） 

第6条 受注者は、契約締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業に関してスケジ

ュールを遵守するために必要な準備行為（設計に関する打合せを含む。）を行うことができ、

発注者は、必要かつ可能な範囲で当該準備行為に協力するものとする。 

 

（損害賠償） 

第7条 本協定の各当事者は、本協定上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与え

た場合、その損害の一切を賠償しなければならない。この場合において、受注者のいずれか

の債務不履行に起因して発注者に損害を与えたときは、受注者は、発注者に対し、連帯して

その損害の一切を賠償するものとする。 

 

（契約不成立の場合の処理） 

第8条 本協定で別段の定めがある場合を除き、事由を問わず仮契約の締結に至らなかった場合

（仮契約が解除された場合を含む。）又は仮契約に基づいた本契約締結に係る議案が東彼杵町

議会により否決されたことにより本契約として成立しなかった場合、既に発注者及び受注者

が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないこ

とを確認する。 

2 前項の場合、受注者は発注者から貸与を受けた資料を直ちに発注者に返却するものとする。

なお、発注者は受注者から提出を受けた資料について返却を行わないものとし、受注者はこ

れに異議を述べないものとする。 

3 第 5 条第 3 項若しくは第 4 項に基づき発注者が本協定を解除して仮契約を締結せず若しく

は本協定及び締結済の仮契約を解除した場合、受注者が正当な理由なく契約を締結しない場

合、又は、受注者の責めに帰すべき事由により契約を締結しなかった場合には、受注者は、発

注者に対して、本事業の提案価格の 100 分の 3 に相当する金額の違約金を支払う義務を連

帯して負うものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、契約の不締

結により発注者が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、そ

の部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。

この場合、かかる受注者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。 

 

（秘密保持） 

第9条 発注者及び受注者は、本協定の履行に関連して相手方から受領した情報（以下「秘密情

報」という。）を責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的で当該秘密

情報を使用しないこと、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾な

しに第三者に開示しないことを確認する。 

2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 

一 開示の時点で公知である情報 

二 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 

三 開示の後に発注者又は受注者の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情

報 

四 発注者及び受注者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意

した情報 

3 前 2 項にかかわらず、発注者及び受注者が裁判所により開示を命ぜられた場合及び法令に

基づき開示する場合は、発注者及び受注者は相手方の承諾を要することなく、相手方に対す

る事前の通知を行うことにより、当該目的に合理的に必要な限度で、秘密情報を開示するこ

とができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪

捜査等への支障を来す場合は、相手方に対する事前の通知を行うことを要せず、事後的な通
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知で足りるものとする。 

 

（個人情報の取り扱い）  

第10条 受注者は、本協定の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57

号。その後の改正を含む。）の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及

び当該情報から受注者が作成し、又は取得した個人情報（以下「個人情報」という。）の適切

な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 受注者は、本協定及び契約に定める業務を処理するに当たって個人情報を取り扱う際に

は、別添１「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守するものとする。 

二 本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事

しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、不当な目的

に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

三 本条に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき又は個人

情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の

指示に従うものとする。 

 

（準拠法及び裁判管轄） 

第11条 本協定は、日本国の法令等に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第

一審の専属管轄は、長崎地方裁判所とする。 

 

（有効期間等） 

第12条 本協定の有効期間は、本協定締結日から契約に定める本事業の終了日までとする。ただ

し、契約の効力発生に至らなかった場合は、仮契約の締結又は契約の効力発生に至る可能性

がないと発注者が判断して代表企業に通知した日までとする。 

2 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 7条から第 11条の規定の効力は存続するものと

する。 

 

（協議事項） 

第13条 本協定に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議のうえこれを決定するも

のとする。 

 

 

 

（以下余白） 
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以上を証するため、本協定を３通作成し、発注者及び受注者は、それぞれ記名押印の上、各１

通を保持する。 

 

令和●年●月 日 

 

 

発注者  

東彼杵町 

東彼杵町長   岡田 伊一郎          印 

 

 

受注者 

 

 

 

代表企業  所在地    

商号又は名称 

代表者氏名                  印 

 

 

 

 

構成企業  所在地 

商号又は名称 

代表者氏名                  印 
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【別添１】 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

 （個人情報の保護に関する法令等の遵守） 

第１条 受注者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報

保護法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律についての事

務対応ガイド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」という。）に基づき、この個人情報

の取扱いに関する特記事項（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 

 

 （管理体制の整備） 

第２条 受注者は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同

じ。）の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持しなければならな

い。 

 

 （管理責任者及び従業者） 

第３条 受注者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面（当該書面に記

載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により発注者に報告しなければならな

い。 

２ 受注者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定めなけ

ればならない。 

３ 受注者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得

なければならない。 

４ 受注者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。 

５ 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければならな

い。 

６ 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 

 

 

 （取扱区域の特定） 

第４条 受注者は、個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を定め、業務の着手前

に書面により発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得な

ければならない。 

３ 受注者は、発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持

ち出してはならない。 

 

 （教育の実施） 

第５条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における

従業者が遵守すべき事項その他本協定の適切な履行に必要な教育及び研修を、従業者全員に対

して実施しなければならない。 

２ 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立し

なければならない。 

 

 （守秘義務） 

第６条 受注者は、本協定の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしては

ならない。 

２ 受注者は、その使用する者が本協定にかかる業務（以下「本件業務」という。）を処理するに

当たって知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、本協定が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

４ 受注者は、本件業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関する誓約書を提

出させなければならない。 
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 （再委託） 

第７条 受注者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本件業務の全部又は一部を第三者へ委

託（以下「再委託」という。）してはならない。 

２ 受注者が再委託する場合には、あらかじめ発注者に申請し、発注者から書面により承諾を得

なければならない。 

３ 受注者は、本件業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場合には、発注者

に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。 

 (1) 再委託先の名称 

 (2) 再委託する理由 

 (3) 再委託して処理する内容 

 (4) 再委託先において取り扱う情報 

 (5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策 

 (6) 再委託先に対する管理及び監督の方法 

４ 受注者は、前項の申請に係る書面を発注者に対して提出する場合には、再委託者が発注者指

定様式（本協定締結前に受注者が必要事項を記載して発注者に提出した様式をいう。）に必要事

項を記載した書類を添付するものとする。 

５ 発注者が第２項の規定による申請に承諾した場合には、受注者は、再委託先に対して本協定

に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して再委託先の全ての行為及びその結

果について責任を負うものとする。 

６ 発注者が第２項から第４項までの規定により、受注者に対して個人情報を取り扱う業務の再

委託を承諾した場合には、受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び

監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 

７ 前項に規定する場合において、受注者は、再委託先の履行状況を管理・監督するとともに、

発注者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。 

 

 （複写、複製の禁止） 

第８条 受注者は、本件業務を処理するに当たって、発注者から提供された個人情報が記録され

た資料等を、発注者の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。 

 

 （派遣労働者等の利用時の措置） 

第９条 受注者は、本件業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場

合は、正社員以外の労働者に本協定に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を

負うものとする。 

 

 （個人情報の管理） 

第１０条 受注者は、本件業務において利用する個人情報を保持している間は、事務対応ガイド

に定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、当該個人

情報の管理を行わなければならない。 

 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化し、取扱

規程等を策定すること。 

 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい

等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 

 (3) 従業者の監督・教育を行うこと。 

 (4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱

いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 

 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏え

い等の防止を行うこと。 

 

 （提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１１条 受注者は、本件業務において利用する個人情報について、本件業務以外の目的で利用

し、又は第三者へ提供してはならない。 
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 （受渡し） 

第１２条 受注者は、発注者と受注者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、発注者が指定

した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、発注者は、受注者に対して個

人情報の預り証の提出を求め、又は発注者が指定する方法による受渡し確認を行うものとする。 

 

 （個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第１３条 受注者は、本協定の終了時に、本件業務において利用する個人情報について、発注者

の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。 

２ 受注者は、本件業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は

廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により

発注者に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応

じなければならない。 

４ 受注者は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された電

磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じな

ければならない。 

５ 受注者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、発注者に対してその日時、担当者名

及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。 

 

 （定期報告及び緊急時報告） 

第１４条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、

直ちに報告しなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければなら

ない。 

 

 （監査及び調査） 

第１５条 発注者は、本件業務に係る個人情報の取扱いについて、本協定の規定に基づき必要な

措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託者に対して、実地の

監査又は調査を行うことができる。 

２ 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本件業務の処

理に関して必要な指示をすることができる。 

 

 （事故時の対応） 

第１６条 受注者は、本件業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情報保護法違反又はその

おそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、

直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況

等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連

絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊

急時対応計画を定めなければならない。 

３ 発注者は、本件業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該

事故に関する情報を公表することができる。 

 

 （契約解除） 

第１７条 発注者は、受注者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に関連する

委託等業務の全部又は一部を解除することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対し

て、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 

 （損害賠償） 

第１８条 受注者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないことによっ
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て発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しな

ければならない。 

 

（注）委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略することとす

る。 

 

  


